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書
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の
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定
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少
年
・

男
女
共
同

参
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課

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

高
齢
福
祉

保

険

課)
…

�

○
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
別
段
の
面
積
の
一
部
改
正

(

構
造
政
策
課)
…

�

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
の
要
領

(

漁
港
漁
場

整

備

課)
…

�

○
流
域
下
水
道
に
接
続
し
、
及
び
下
水
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
公

共
下
水
道
の
一
部
改
正

(

都
市
計
画
課)

…

�

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正

(

経

理

課)

…

�

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更

(

出

納

課)

…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七－

五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

職

員

課)

…

�

公
安
委
員
会

○
交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

企
画
政
策
課)

…

�

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

県
営
住
宅
の
団
地
及
び
そ
の
共
同
施
設
並
び
に

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と

(

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
業
務
の
停
止
の
命
令
を
除
く
。)

。

第
十
八
条
第
四
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

県
営
柳
町
駐
車
場
及
び
県
営
駐
車
場
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

。

イ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と

(

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
業
務
の
停
止
の
命
令
を
除
く
。)

。

第
十
八
条
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三

地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と

(

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
業
務
の
停
止
の
命
令
を
除
く
。)

。

第
十
八
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
長
に
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
岩
木
川
流
域
下

水
道
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
。

一

地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と

(

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
業
務
の
停
止
の
命
令
を
除
く
。)

。

６

八
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
に
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
馬
淵
川
流

域
下
水
道
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
。

一

地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と

(
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
業
務
の
停
止
の
命
令
を
除
く
。)

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
各
課
共
通

(

各
課
専
決
事
項
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
の
部
長
専

決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
二

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
市
町
村
振
興
課
の
項
の
第
一
号
中｢

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
二
月
二
十
七
日
か
ら
、
弘
前
市
、
中
津
軽
郡
岩
木
町
及
び
同
郡
相
馬
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ

て
弘
前
市
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第

百
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
津
軽
郡
及
び
同
市
の
人
口
を
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

中
津
軽
郡

千
五
百
九
十
九
人

弘
前
市

十
八
万
九
千
五
十
人
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青
森
県
告
示
第
百
三
十
五
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
十
七
号

平
成
十
六
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

(

農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
別
段

の
面
積)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

農
地
の
表
十
ア
ー
ル
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
百
三
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
二
月
九
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
む
つ
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

�����
書
籍

裏
モ
ノJA

PA
N

三
月
号

〇
一
八
〇
五－

三

鉄
人
社

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

今
日
か
ら
で
き
る
ケ
ー
タ
イ
秘
裏
サ
イ

ト
一
五

六
四
一
二
一－

七
〇

笠
倉
出
版
社

�����

ラ
ブ
キ
ス

三
月
号

一
九
一
四
七－
三

笠
倉
出
版
社

�����

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス

三
月
号

〇
七
四
八
三－

〇
三

メ
デ
ィ
ア
ッ
ク

ス

�����

W
inny

共
有
フ
ァ
イ
ル
完
全
デ
ー
タ
！

V
ol.４

M
PEG

大
百
科
二
月
号
別
冊

〇
二
一
七
八－

〇
二

ば
う
す
た
ー
ん

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人

南
六
会

八
戸
市
小
中
野
一

丁
目
四
の
五
二

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

な
ご
む

八
戸
市
南
郷
区
大
字

島
守
字
阿
庄
内
一
五

の
六

平
成

��

･

�･

��

有
限
会
社

ど
ん
ぐ
り

村

十
和
田
市
東
二
十

四
番
町
三
五
の
七

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ど
ん
ぐ
り
村

十
和
田
市
東
二
十
四

番
町
三
五
の
七

〃

十
ア
ー
ル

弘
前
市
の
う
ち
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
六
日
現
在
に
お
け
る
岩
木
町

西
津
軽
郡
深
浦
町
の
う
ち
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
深
浦

町



( )

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
の
一

む
つ
市

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
の
一

む
つ
市
長

杉
山

肅

二

埋
立
区
域

１

位
置

む
つ
市
脇
野
沢
黒
岩
二
八
九
番
か
ら
八
番
二
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑦
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及

び
①
の
地
点
と
⑦
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
四
四
・
○
九
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
三
○
・
一
六
三
メ
ー
ト
ル

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
六
二
・
一
八
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
四
三
・
一
九
二
メ
ー
ト
ル

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
七
六
・
一
七
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
五
七
・
七
五
九
メ
ー
ト
ル

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
七
三
・
六
八
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
七
一
・
八
八
八
メ
ー
ト
ル

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
九
四
・
九
六
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
六
八
・
八
六
三
メ
ー
ト
ル

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
○
八
・
五
八
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
六
七
・
五
三
○
メ
ー
ト
ル

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
六
八
・
七
七
○
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
二
・
三
五
八
メ
ー
ト
ル

３

面
積

一
、
五
一
九
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

む
つ
市
脇
野
沢
黒
岩
二
八
九
番
か
ら
八
番
二
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
④
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及

び
①
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
三
七
・
一
○
○
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
二
二
・
九
四
三
メ
ー
ト
ル

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
七
六
・
三
八
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
七
七
・
三
七
八
メ
ー
ト
ル

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
一
二
・
○
一
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
七
二
・
二
八
七
メ
ー
ト
ル

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
六
二
・
九
四
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
○
四
・
二
九
○
メ
ー
ト
ル

３

面
積

二
、
四
○
六
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
百
三
十
九
号

昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

(

流
域
下
水
道
に
接
続
し
、
及
び
下

水
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
下
水
道)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

岩
木
町
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道｣

を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
百
四
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

第
二
号
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

｢

を
削
り
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

｢

を
削
り
、

｣

｢

を

｣

｢
に
改
め
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

青
森
県
告
示
第
百
四
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
内
矢
沢
二
の
五

八
戸
広
域
農
業
協
同
組
合

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
売
り
さ
ば
き
場
所

三
戸
郡
福
地
村
大
字
苫
米
地
字
下
宿
一
九
の
四

２

変
更
後
の
売
り
さ
ば
き
場
所

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
下
宿
一
九
の
四

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
一(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
一

(

へ
き
地
手
当
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
表
中

｢

を

｣
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株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
大
学
病
院

前
支
店

弘
前
市
大
字
本
町

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
大
学
病
院

前
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
岩
木
支
店

弘
前
市
大
字
本
町

弘
前
市
大
字
賀
田
一
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
岩
木
支
店

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
賀
田
一

丁
目

東
奥
信
用
金
庫
桔
梗
野
支
店

弘
前
市
大
字
桔
梗
野
二
丁
目

東
奥
信
用
金
庫
桔
梗
野
支
店

東
奥
信
用
金
庫
岩
木
支
店

弘
前
市
大
字
桔
梗
野
二
丁
目

弘
前
市
大
字
賀
田
一
丁
目

東
奥
信
用
金
庫
岩
木
支
店

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
賀
田
一

丁
目

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
岩
木
支

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
鳥
井
野

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
百
沢
支

店

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
五
代

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
鳥
井
野

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
百
沢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
岩
木
支

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
鳥
井
野

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
百
沢
支

店

弘
前
市
大
字
五
代

弘
前
市
大
字
鳥
井
野

弘
前
市
大
字
百
沢

相
馬
村
農
業
協
同
組
合

相
馬
村
農
業
協
同
組
合
相
馬
支
所

相
馬
村
農
業
協
同
組
合
湯
口
支
所

相
馬
村
農
業
協
同
組
合
紙
漉
沢
支
所

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
五
所

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
相
馬

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
湯
口

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
紙
漉
沢

相
馬
村
農
業
協
同
組
合

相
馬
村
農
業
協
同
組
合
相
馬
支
所

相
馬
村
農
業
協
同
組
合
湯
口
支
所

相
馬
村
農
業
協
同
組
合
紙
漉
沢
支
所

弘
前
市
大
字
五
所

弘
前
市
大
字
相
馬

弘
前
市
大
字
湯
口

弘
前
市
大
字
紙
漉
沢

修

斉

小

学

校

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
赤
坂
一
の
一



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
中
学
校
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を
｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
八

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
弘
前
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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修

斉

小

学

校

常

盤

野

小

学

校

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
赤
坂
一
の
一

弘
前
市
大
字
常
盤
野
字
湯
の
沢
四
五
の

四

い
わ
さ
き
小
学
校

常

盤

野

小

学

校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
黒
崎
字
小
浜
一

五
八
の
四

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
常
盤
野
字
湯
ノ

沢
四
五
の
四

い
わ
さ
き
小
学
校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
黒
崎
字
小
浜
一

五
八
の
四

田

代

中

学

校

八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
赤
羽
六
の

二
五

常

盤

野

中

学

校

田

代

中

学

校

弘
前
市
大
字
常
盤
野
字
湯
の
沢
四
五
の

四八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
赤
羽
六
の

二
五

岩

崎

中

学

校

常

盤

野

中

学

校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
正
道
尻
字
小
礒

一
三
の
二

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
常
盤
野
字
湯
ノ

沢
四
五
の
四

岩

崎

中

学

校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
正
道
尻
字
小
礒

一
三
の
二

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
熊
島
字
豊
田
二
九
七
番

地
九

中
津
軽
郡
相
馬
村
大
字
五
所
字
野
沢
四
七
番
地

一弘
前
市
大
字
熊
島
字
豊
田
二
九
七
番
地
九

弘
前
市
大
字
五
所
字
野
沢
四
七
番
地
一

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
五
代
字
早
稲
田
五
〇
八

番
地
四
一

弘
前
市
大
字
五
代
字
早
稲
田
五
〇
八
番
地
四
一


